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□
応
急
手
当
講
習
会
（
上
級
救
命
）

a
１０
月
２２
日
㈯
、
午
前
９
時
〜
午
後

５
時　

d
消
防
本
庁
舎　

g
心
肺
蘇

生
法
（
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
含
む
）　

f
中
学

生
以
上
で
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学

の
方
３０
人　

h
無
料　

e
１０
月
１
日

㈯
〜
１４
日
㈮
に
電
話
で
左
記
へ　

b

消
防
署
☎
９
７
４
＝
０
１
３
６

□
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
リ
ー
ダ
ー
養
成
講

座
a
１０
月
１３
日
㈭
・
２０
日
㈭
（
全
２

回
）
、
午
後
７
時
〜
９
時　

d
市
民

活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
「
な
な
サ
ポ
こ

し
が
や
」　

g
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を

通
じ
て
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
必

要
な
こ
と
を
学
ぶ　

f
市
民
若
干
名

（
ほ
か
に
各
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推

進
協
議
会
会
員
が
参
加
し
ま
す
）　

e
１０
月
３
日
㈪
〜
１１
日
㈫
に
電
話
で

左
記
へ　

b
市
民
活
動
支
援
課
☎
９

６
３
＝
９
１
５
３

□
そ
だ
れ
ん
講
座
〜
ど
な
ら
な
い
子

育
て
練
習
講
座
〜

a
１１
月
２５
日
㈮
、
午
前
１０
時
か
ら　

d
中
央
市
民
会
館　

g
ど
な
ら
ず
に

子
ど
も
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
上
げ

る
た
め
の
子
育
て
法
（
伝
わ
り
や
す

い
言
い
方
、
ほ
め
方
な
ど
）
を
学
ぶ

　

f
お
お
む
ね
３
歳
〜
小
学
校
低
学

年
の
お
子
さ
ん
の
保
護
者
１５
人
程
度

（
抽
選
）
。
託
児
あ
り
（
希
望
の
方

は
申
込
み
時
に
要
予
約
）　

e
１０
月

３
日
㈪
か
ら
直
接
ま
た
は
電
話
で
左

記
へ　

b
子
育
て
支
援
課
（
第
二
庁

舎
２
階
）
☎
９
６
３
＝
９
１
７
２

□
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

a
１０
月
１２
日
㈬
、
午
後
２
時
〜
３
時

３０
分　

d
桜
井
地
区
セ
ン
タ
ー
多
目

的
ホ
ー
ル　

g
認
知
症
の
症
状
と
接

し
方
な
ど
。
初
受
講
の
方
に
認
知
症

サ
ポ
ー
タ
ー
（
認
知
症
の
方
や
そ
の

ご
家
族
の
応
援
者
）
の
印
で
あ
る
オ

レ
ン
ジ
リ
ン
グ
を
お
渡
し
し
ま
す　

f
市
内
在
住
・
在
勤
の
方
５０
人　

h

無
料　

e
電
話
で
左
記
へ　

b
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
シ
ル
バ
ー
ケ
ア

敬
愛
☎
９
７
０
＝
２
０
１
５
（
土

曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。
午
前

８
時
３０
分
〜
午
後
５
時
３０
分
）

□
甲
種
防
火
管
理
再
講
習
会

a
１１
月
１５
日
㈫
、
午
後
１
時
３０
分
〜

４
時　

d
消
防
本
庁
舎　

g
劇
場
・

百
貨
店
・
飲
食
店
・
旅
館
・
病
院
な

ど
不
特
定
多
数
が
出
入
り
す
る
建
物

の
う
ち
、
３
０
０
人
以
上
を
収
容
す

る
建
物
の
甲
種
防
火
管
理
者
は
、
次

の
と
お
り
再
講
習
が
必
要
で
す
。
▽

選
任
日
が
講
習
終
了
日
か
ら
４
年
以

内
の
方…

講
習
終
了
日
の
翌
年
度
の

４
月
１
日
か
ら
５
年
以
内　

▽
選
任

日
が
講
習
終
了
日
か
ら
４
年
以
上
経

過
の
方…

選
任
日
か
ら
１
年
以
内　

f
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方
５０

人　

h
テ
キ
ス
ト
代
１
３
５
０
円　

e
１１
月
１
日
㈫
〜
８
日
㈫
に
受
講
申

請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
テ
キ

ス
ト
代
と
証
明
写
真
１
枚
（
３
㌢×

２
・
５
㌢
）
を
添
え
て
、
消
防
本
部

予
防
課
へ
（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日

を
除
く
）
。
受
講
申
請
書
は
消
防
本

部
、
消
防
署
、
各
分
署
で
配
布
し
て

い
ま
す
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

印
刷
で
き
ま
す
）　

e
消
防
本
部
予

防
課
☎
９
７
４
＝
０
１
０
３

□
危
険
物
取
扱
者
試
験
準
備
講
習
会

　

・
乙
種
第
４
類

a
１１
月
１４
日
㈪
・
１５
日
㈫　

d
川
口

総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
・
リ
リ
ア　

h

一
般
６
８
０
０
円
、
越
谷
市
防
火
安

全
協
会
会
員
お
よ
び
学
生
５
８
０
０

円
。
テ
キ
ス
ト
代
別
途　

e
１０
月
１１

日
㈫
〜
１１
月
４
日
㈮
（
土
曜
・
日
曜

日
、
祝
日
を
除
く
）
に
左
記
へ　

b

消
防
本
部
予
防
課
☎
９
７
４
＝
０
１

０
３

□
危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習

a
①
１２
月
１
日
㈭　

②
１２
月
６
日
㈫

　

③
平
成
２９
年
１
月
２５
日
㈬　

④
平

成
２９
年
１
月
２６
日
㈭　

d
①
②
④
さ

い
た
ま
市
文
化
セ
ン
タ
ー　

③
さ
い

た
ま
市
民
会
館
う
ら
わ　

f
①
③
給

油
取
扱
所
に
勤
務
し
て
い
る
方　

②

④
給
油
取
扱
所
以
外
の
危
険
物
施
設

に
勤
務
し
て
い
る
方　

h
４
７
０
０

円（
県
収
入
証
紙
）　

e
１０
月
２７
日
㈭

〜
１１
月
９
日
㈬
（
土
曜
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
）
に
左
記
へ　

b
消
防

本
部
予
防
課
☎
９
７
４
＝
０
１
０
３

□
パ
ソ
コ
ン
無
料
相
談
室

a
毎
月
第
２
土
曜
日　

d
中
央
市
民

会
館
５
階
第
８
会
議
室　

g
ハ
ー
ド

面
・
ソ
フ
ト
面
の
相
談
。
講
習
会
で

は
あ
り
ま
せ
ん　

f
パ
ソ
コ
ン
初
心

者
の
市
民　

e
事
前
に
左
記
へ　

b

生
涯
学
習
課
☎
９
６
３
＝
９
２
８
３

□
行
政
書
士
無
料
相
談
会

a
１０
月
２３
日
㈰
、
午
前
９
時
〜
午
後

４
時　

d
市
役
所
西
口
玄
関
前　

g

相
続
・
遺
産
分
割
協
議
書
・
内
容
証

明
等
の
作
成
、成
年
後
見
、建
設
業
・

産
廃
業
・
運
送
業
・
風
俗
営
業
等
の

許
認
可
申
請
、
会
社
設
立
等　

e
当

日
会
場
へ　

b
埼
玉
県
行
政
書
士
会

☎
０
４
８
＝
８
３
３
＝
０
９
０
０

□
不
動
産
取
引
無
料
相
談
会

a
１０
月
１１
日
㈫
、
午
前
１０
時
〜
午
後

４
時　

d
市
役
所
本
庁
舎
１
階
ロ
ビ

ー　

h
無
料　

e
当
日
会
場
へ　

b

（
公
社
）
全
日
本
不
動
産
協
会
埼
玉

県
本
部
☎
０
４
８
＝
８
６
６
＝
５
２

２
５

□
県
民
向
け
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
講

座
・
相
談
会

a
g
１０
月
１６
日
㈰
。
▽
講
座…

午
後

２
時
〜
３
時
１０
分　

▽
無
料
相
談
会

…

午
後
３
時
３０
分
〜
４
時
３０
分　

d

中
央
市
民
会
館
５
階
第
４
〜
６
会
議

室　

f
５０
人　

h
無
料　

e
１０
月
１２

日
㈬
ま
で
に
電
話
ま
た
は
メ
ー
ル
で

左
記
へ　

b
埼
玉
県
住
宅
課
☎
０
４

８
＝
８
３
０
＝
５
５
６
３
、Ha5550 

-05@pref.saitama.lg.jp

□
一
日
合
同
行
政
相
談
所

a
１０
月
１４
日
㈮
、
午
前
１０
時
〜
午
後

３
時　

d
市
役
所
本
庁
舎
１
階
ロ
ビ

ー　

g
行
政
に
対
す
る
要
望
や
苦
情

な
ど
に
、
行
政
相
談
委
員
や
司
法
書

士
等
が
応
じ
ま
す　

h
無
料　

e
当

日
会
場
へ　

b
く
ら
し
安
心
課
☎
９

６
３
＝
９
１
５
６

□
調
停
委
員
・
弁
護
士
に
よ
る
無
料

調
停
相
談
会

a
１１
月
９
日
㈬
、
午
前
１０
時
〜
午
後

３
時
（
受
付
は
午
前
９
時
４０
分
か

ら
）　

d
中
央
市
民
会
館
４
階
第
１３

〜
１５
会
議
室　

g
交
通
事
故
、
土
地

建
物
、
金
銭
関
係
、
離
婚
や
養
育
問

題
、
遺
産
相
続
、
裁
判
所
の
調
停
制

度
の
利
用
の
仕
方
な
ど
に
越
谷
調
停

協
会
の
調
停
委
員
が
相
談
に
応
じ
ま

す　

h
無
料　

e
当
日
会
場
へ　

b

埼
玉
調
停
協
会
連
合
会
☎
０
４
８
＝

８
６
５
＝
６
６
２
２
（
月
曜
・
水

曜
・
金
曜
日
、
午
前
１０
時
〜
午
後
４

時
（
祝
日
を
除
く
）
）

　

平
成
２９
年
４
月
１
日
付
け
学
童

保
育
室
利
用
申
込
み
は
次
の
と
お

り
で
す
。
詳
し
く
は
１０
月
１７
日
㈪

か
ら
青
少
年
課
（
第
二
庁
舎
２

階
）
、
各
学
童
保
育
室
、
市
内
の

各
保
育
所
（
園
）
・
幼
稚
園
で
配

布
す
る
「
平
成
２９
年
度
学
童
保
育

室
利
用
の
ご
案
内
」
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

〈
利
用
資
格
〉　

小
学
校
に
就
学

し
て
い
る
児
童
で
、
そ
の
保
護
者

お
よ
び
同
居
の
親
族
が
①
就
労　

②
就
学
ま
た
は
技
能
訓
練　

③
出

産
、
疾
病
、
障
が
い　

④
介
護
、

看
護　

⑤
災
害　

⑥
求
職
活
動
等

に
よ
り
昼
間
家
庭
に
い
な
い
方

〈
申
請
に
必
要
な
書
類
〉　

①
平

成
２９
年
度
学
童
保
育
室
利
用
申
請

書
（
児
童
１
人
に
つ
き
１
枚
）　

②
利
用
を
必
要
と
す
る
理
由
を
証

明
す
る
書
類
（
在
職
証
明
書
、
在

学
証
明
書
、
診
断
書
等
）

＊
②
は
、
父
母
は
必
須
で
、
同
居

の
成
人
親
族
に
つ
い
て
も
、
す

べ
て
の
方
が
午
後
３
時
以
降
家

庭
に
い
な
い
こ
と
が
常
態
で
あ

る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の
提

出
を
お
願
い
し
ま
す

＊
書
類
不
備
の
場
合
は
審
査
が
で

き
な
い
た
め
利
用
が
保
留
と
な

り
ま
す
。
添
付
書
類
の
不
足
、

書
類
の
記
入
漏
れ
等
が
無
い
よ

う
、
申
込
み
前
に
内
容
を
ご
確

認
く
だ
さ
い

〈
一
斉
受
付
〉　

a
１１
月
２７
日
㈰

〜
３０
日
㈬
、
午
前
９
時
〜
午
後
５

時　

d
市
役
所
第
二
庁
舎
５
階
大

会
議
室

＊
お
子
さ
ん
の
同
伴
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん

＊
時
間
帯
に
よ
っ
て
は
混
雑
が
予

想
さ
れ
ま
す

＊
ご
不
明
な
点
は
お
早
め
に
左
記

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

b
青
少
年
課
☎
９
６
３
＝
９
１
５

８

　

経
済
的
な
理
由
で
就
学
が
困
難
な
小
・
中

学
生
の
保
護
者
を
対
象
に
、
就
学
費
用
を
援

助
し
ま
す
。

〈
内
容
〉　

学
用
品
費
、
通
学
用
品
費
、
新

入
学
児
童
生
徒
学
用
品
費
、
校
外
活
動
費
、

修
学
旅
行
費
、
学
校
給
食
費

〈
申
込
み
〉　

平
成
２９
年
１
月
３１
日
㈫
ま
で

に
保
護
者
が
直
接
学
務
課
（
第
二
庁
舎
４

階
）
ま
た
は
お
子
さ
ん
の
在
籍
校
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い

＊
６
月
以
降
に
申
請
し
認
定
さ
れ
た
場
合
、

申
請
月
の
翌
月
分
か
ら
対
象
と
な
り
ま

す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

b
学
務
課
☎
９
６
３
＝
９
２
８
１

　平成２９年４月から保育施設（保育所（園）・
認定こども園（保育部分）・地域型保育）を利用
したい方の申込みを受け付けます。
　詳しくは、「保育所・保育サービスのご案内」
をご覧ください（各保育施設と子ども育成課（第
二庁舎２階）で配布しています）。
＊申込書は、１０月３日（月）から配布します
利用資格　小学校就学前の乳幼児で、保護者が就
労、出産、疾病等で常時（月６４時間以上）保育
が必要な方。利用資格を満たす場合は、結果と併
せて子ども・子育て支援支給認定証をお渡ししま
す
一斉受付
〈新規で入りたい方〉　a１１月１３日（日）～１７
日（木）、午前９時～午後４時　d市役所第二庁舎
５階大会議室
＊お子さんの面接がありますので、お連れくださ
い。日曜日と各日午前中は大変混み合います。
時間に余裕をもってお越しください
〈市内認可施設から別施設に移りたい方〉　a１１
月２日（水）・４日（金）・７日（月）～９日（水）、午
前９時～正午、午後１時～４時　d子ども育成課
（第二庁舎２階）
＊お子さんの面接はありません。新規で入りたい
方の日程でも受け付けできます

B子ども育成課☎９６３－９１６７

相
　
談

講
　
習

あなたも認知症サポーターになりませんか

平成29年度

学
童
保
育
室

利
用
申
込
み
を
受
け
付
け
ま
す

学
童
保
育
室

利
用
申
込
み
を
受
け
付
け
ま
す

平成２９年度　保育施設
利用申込みを受け付けます

お子さんの就学を
援助しています
前年度申請された方も
毎年度申請が必要です


